
 

 

 

和 解 契 約 書（一部和解） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）につき、別紙一覧表記載の申立人ら（以下、併せて「申立人ら」という。）

と被申立人東京電力ホールディングス株式会社（以下「被申立人」という。）は、次

のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（別紙一覧表記載の「期

間」欄記載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点については、

本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
記 

(1) 精神的損害 
(2) 本件和解仲介に関する弁護士費用 

２ 和解金額 
 (1) 精神的損害 
   被申立人は、申立人らに対し、前項（１）所定の損害項目に関し各申立人に

対する和解金が別紙一覧表記載の「金額」欄記載の金額であり、その合計額が

金１億５９万円であることを認める。 
 (2) 本件和解仲介に関する弁護士費用 
  被申立人は、申立人らに対し、前項（２）所定の損害項目の和解金が、金３

００万円であることを認める。 
３ 表明及び保証 
 (1) 申立人Ｘ２３、同Ｘ２４、同Ｘ２５、同Ｘ８６及び同Ｘ８７は、被申立人に

対し、次の事項を表明し保証する。 
  ア 亡Ａ（以下「被相続人Ａ」という。）が、平成２７年５月○日に死亡し、申

立人Ｘ２３、同Ｘ２４、同Ｘ２５、同Ｘ８６及び同Ｘ８７が、被相続人Ａの

被申立人に対する損害賠償請求権を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ２３、同Ｘ２４、同Ｘ２５、同Ｘ８６及び同Ｘ８７の知る限り、

申立人Ｘ２３、同Ｘ２４、同Ｘ２５、同Ｘ８６及び同Ｘ８７が、被相続人Ａ

の全相続人であること 
 (2)  申立人Ｘ３９、同Ｘ４０、同Ｘ９２及び同Ｘ９３は、被申立人に対し、次の

事項を表明し保証する。 
  ア 亡Ｂ（以下「被相続人Ｂ」という。）が、平成２７年１２月○日に死亡し、

申立人Ｘ３９、同Ｘ４０、同Ｘ９２及び同Ｘ９３が、被相続人Ｂの被申立人

自主的避難等対象区域である伊達市保原町の一部に居住する申立人らの精神的

損害について、同町の一部において特定避難勧奨地点が設定されたことを踏ま

え、中間指針第一次追補第２に基づく精神的損害の額とは別に、同地点の設定か

らその解除後相当期間経過までの平成２３年１１月から平成２５年３月まで（た

だし、同月までに死亡した申立人については死亡した月まで）の間、１人あたり

月額７万円が賠償された事例（和解案提示理由書あり。）。 
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に対する損害賠償請求権を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ３９、同Ｘ４０、同Ｘ９２及び同Ｘ９３の知る限り、申立人Ｘ３

９、同Ｘ４０、同Ｘ９２及び同Ｘ９３が、被相続人Ｂの全相続人であること 
 (3) 申立人Ｘ５１、同Ｘ８８、同Ｘ８９、同Ｘ９０及び同Ｘ９１は、被申立人に

対し、次の事項を表明し保証する。 
  ア 亡Ｃ（以下「被相続人Ｃ」という。）が、平成２６年６月○日に死亡し、申

立人Ｘ５１、同Ｘ８８、同Ｘ８９、同Ｘ９０及び同Ｘ９１が、被相続人Ｃの

被申立人に対する損害賠償請求権を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ５１、同Ｘ８８、同Ｘ８９、同Ｘ９０及び同Ｘ９１の知る限り、

申立人Ｘ５１、同Ｘ８８、同Ｘ８９、同Ｘ９０及び同Ｘ９１が、被相続人Ｃ

の全相続人であること 
 (4) 申立人Ｘ５４、同Ｘ５５、同Ｘ５６及び同Ｘ５７は、被申立人に対し、次の

事項を表明し保証する。  
  ア 亡Ｄ（以下「被相続人Ｄ」という。）が、平成２４年７月○日に死亡し、申

立人Ｘ５４、同Ｘ５５、同Ｘ５６及び同Ｘ５７が、被相続人Ｄの被申立人に

対する損害賠償請求権を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ５４、同Ｘ５５、同Ｘ５６及び同Ｘ５７の知る限り、申立人Ｘ５

４、同Ｘ５５、同Ｘ５６及び同Ｘ５７が、被相続人Ｄの全相続人であること 
 (5) 申立人Ｘ７７、同Ｘ７９及び同Ｘ８０は、被申立人に対し、次の事項を表明

し保証する。 
  ア 亡Ｅ（以下「被相続人Ｅ」という。）が、平成２５年９月○日に死亡し、申

立人Ｘ７７、同Ｘ７９及び同Ｘ８０が、被相続人Ｅの被申立人に対する損害

賠償請求権を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ７７、同Ｘ７９及び同Ｘ８０の知る限り、申立人Ｘ７７、同Ｘ７

９及び同Ｘ８０が、被相続人Ｅの全相続人であること 
 (6) 申立人Ｘ８１及び同Ｘ８３は、被申立人に対し、次の事項を表明し保証する。 
  ア 亡Ｆ（以下「被相続人Ｆ」という。）が、平成２５年５月○日に死亡し、申

立人Ｘ８１及び同Ｘ８３が、被相続人Ｆの被申立人に対する損害賠償請求権

を承継したこと 
  イ 申立人Ｘ８１及び同Ｘ８３の知る限り、申立人Ｘ８１及び同Ｘ８３が、被

相続人Ｆの全相続人であること 
４ 支払方法 

（省略） 
５ 清算 

申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目（別紙一覧表記載の「期間」欄

記載の期間に限る。）について、以下の点を相互に確認する。 
 (1) 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人ら

が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。ただし、本和解仲

介に関する弁護士費用については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何

らの債権債務がない。 



 (2) 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人らは被申立人に対して

別途請求しない。 
６ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら代理人及び被

申立人が署名（記名）押印の上、申立人らが１通と被申立人が１通をそれぞれ保有

するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償

紛争解決センターに交付する。 
平成２８年８月３日 
 

 
（仲介委員 姫野博昭） 

 
別紙一覧表 

申立人

番号 
氏名 

住所 

（相続案件については被相続人の相続発生時の住所） 
期間 金額 

○ Ｘ１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ１９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 



○ Ｘ２３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ａ相続人Ｘ２３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ５９５，０００ 

○ Ｘ２４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ａ相続人Ｘ２４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １４８、７５０ 

○ Ｘ２５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ａ相続人Ｘ２５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １４８、７５０ 

○ Ｘ２６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ２９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ３９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ｂ相続人Ｘ３９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ５９５，０００ 

○ Ｘ４０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ｂ相続人Ｘ４０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １９８，３３４ 

○ Ｘ４１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ４９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ５０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ５１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ｃ相続人Ｘ５１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ２３８，０００ 

○ Ｘ５２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 
○ Ｘ５３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 
○ Ｘ５４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 



亡Ｄ相続人Ｘ５４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２４年７月３１日まで ３１５，０００ 

○ 亡Ｄ相続人Ｘ５５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２４年７月３１日まで １０５、０００ 

○ 亡Ｄ相続人Ｘ５６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２４年７月３１日まで １０５，０００ 

○ 亡Ｄ相続人Ｘ５７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２４年７月３１日まで １０５，０００ 

○ Ｘ５８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ５９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ６９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ７７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

 亡Ｅ相続人Ｘ７７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ３９６、６６８ 

○ Ｘ７８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ 亡Ｅ相続人Ｘ７９ （省略） 

 
平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ３９６，６６６ 

○ 亡Ｅ相続人Ｘ８０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ３９６，６６６ 

○ Ｘ８１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

亡Ｆ相続人Ｘ８１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ５９５，０００ 

○ Ｘ８２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ 亡Ｆ相続人Ｘ８３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ５９５，０００ 

○ Ｘ８４ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ Ｘ８５ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １，１９０，０００ 

○ 亡Ａ相続人Ｘ８６ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １４８，７５０ 

○ 亡Ａ相続人Ｘ８７ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １４８，７５０ 

○ 亡Ｃ相続人Ｘ８８ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ２３８，０００ 

○ 亡Ｃ相続人Ｘ８９ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ２３８，０００ 



○ 亡Ｃ相続人Ｘ９０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ２３８，０００ 
○ 亡Ｃ相続人Ｘ９１ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで ２３８，０００ 
○ 亡Ｂ相続人Ｘ９２ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １９８，３３３ 

○ 亡Ｂ相続人Ｘ９３ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月３１日まで １９８，３３３ 

 



 

 

 

和 解 契 約 書（全部和解） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）につき、別紙一覧表記載の申立人（以下「申立人」という。）と被申立人東

京電力ホールディングス株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解

する。 
１ 和解の範囲 

申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（別紙一覧表記載の「期間」

欄記載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点については、本

和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
記 

・精神的損害 
２ 和解金額 
  被申立人は、申立人に対し、前項所定の損害項目に関し申立人に対する和解金

が別紙一覧表記載の「金額」欄記載の金額であり、その合計額が金１５４万円で

あることを認める。 
３ 表明及び保証 
  申立人は、被申立人に対し、次の事項を表明し保証する。 
 (1) 亡Ｇ（以下「被相続人Ｇ」という。）が平成２４年３月○日に、亡Ｈ（以下「被

相続人Ｈ」という。）が平成２５年３月○日にそれぞれ死亡し、申立人が、上記

被相続人各人の全相続人による各遺産分割協議により、被相続人Ｇ及び被相続

人Ｈ各人の被申立人に対する損害賠償請求権をいずれも単独で承継したこと 
 (2) 申立人の知る限り、上記各遺産分割協議を行った相続人が、被相続人Ｇ及び

被相続人Ｈの全相続人であること 
４ 支払方法 

（省略） 
５ 清算 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（別紙一覧表記載の「期間」欄記

載の期間に限る。）について、以下の点を相互に確認する。 
 (1) 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が

被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。 
 (2) 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別

途請求しない。 
６ 手続費用 

自主的避難等対象区域である伊達市保原町の一部に居住する申立人らの精神的

損害について、同町の一部において特定避難勧奨地点が設定されたことを踏ま

え、中間指針第一次追補第２に基づく精神的損害の額とは別に、同地点の設定か

らその解除後相当期間経過までの平成２３年１１月から平成２５年３月まで（た

だし、同月までに死亡した申立人については死亡した月まで）の間、１人あたり

月額７万円が賠償された事例（和解案提示理由書あり。）。 
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  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人代理人及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人１通と被申立人が１通をそれぞれ保有するも

のとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解

決センターに交付する。 
平成２９年８月１４日 
 
 
（仲介委員 姫野博昭） 

 
別紙一覧表 

申立人

番号 
氏名 

住所 

（相続案件については被相続人の相続発生時の住所） 
期間 金鵜 

 ○ 亡Ｇ相続人Ｘ１０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２４年３月８日まで ３５０，０００ 

亡Ｈ相続人Ｘ１０ （省略） 平成２３年１１月２５日から平成２５年３月２３日まで １，１９０，０００ 

 

 

 

 

 

 

 


